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料

１

H
元

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
10

H
11

H
12

Ｈ
13

H
14

地
方

・家
庭

裁
判

所
(判

事
・判

事
補

)
1
7

16
16

1
5

15
16

18
17

17
17

20
19

20
20

簡
易

裁
判

所
（簡

易
裁

判
所

判
事

）
9

8
9

8
8

8
7

6
5

3
4

2
3

合
計

2
6

24
25

2
3

23
24

18
24

23
22

23
23

22
23

※
毎

年
４

月
１

日
時

点
の

人
数

。
な

お
，

名
古

屋
地

裁
が

本
務

で
岐

阜
へ

の
填

補
の

裁
判

官
を

除
く
。

H
元

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
10

H
11

H
12

Ｈ
13

Ｈ
14

岐
阜

（本
庁

）
5
9

60
62

6
1

60
63

63
65

66
71

70
67

66
69

大
垣

7
7

6
6

7
7

8
7

7
7

7
7

7
7

高
山

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

多
治

見
・御

嵩
5

5
5

5
5

5
6

6
7

7
7

8
8

8

合
計

7
5

76
77

7
6

76
79

81
82

84
89

88
86

85
88

※
毎

年
４

月
末

時
点

の
人

数
。

地
方

裁
判

所
の

本
庁

・
支

部
管

内
別

の
人

数
。

１
，

平
成

元
年

以
降

の
県

下
の

裁
判

官
数

（
資

料
：
岐

阜
地

裁
総

務
課

）
                                                           

２
，

平
成

元
年

以
降

の
県

下
の

弁
護

士
数

（
資

料
：
岐

阜
県

弁
護

士
会

）
                                                           



資
料
２

１
，
岐
阜
地
裁
民
事
・
行
政
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
(出
典
：
司
法
統
計
年
報
）

S
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5
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5
6
S
5
7
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5
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5
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0
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0
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0

本
庁
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9
2
4
5
5
8
4
5
6
2
4
5
3
6
5
3
1
8
5
0
4
8
4
6
2
8
4
5
2
0
4
2
9
7
3
9
7
6

3
9
5
6
3
9
3
7
4
1
3
4
4
4
5
6
4
8
0
0
4
9
2
7
5
7
8
0
6
0
0
0
6
7
2
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大
垣
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3
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0
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6
1
0
9
8
1
2
4
2
1
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8
1
3
5
8
1
6
6
8
1
5
2
6
1
6
7
1

高
山

4
0
1
3
5
8
3
7
1
4
6
5
4
9
4
5
5
3
6
1
6
5
3
3
4
6
0
4
2
2

3
3
4
3
3
2
4
0
7
3
9
3
4
0
1
4
2
3

4
7
8

4
2
5

5
7
4

多
治
見

1
3
8
9
1
3
9
2
1
3
4
7
1
6
2
1
1
6
5
5
1
5
9
3
1
7
5
9
1
5
4
2
1
3
6
5
1
2
4
6

1
2
4
6
1
0
4
3
1
1
4
5
1
2
5
1
1
2
8
6
1
3
6
6
1
5
1
7
1
4
6
8
1
8
2
2

御
嵩

3
2
8
3
2
9
4
3
4
4
4
7
5
6
7
4
8
9
5
2
6
4
5
1
4
3
5
4
2
2

3
7
6
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7
2
4
4
5
5
1
0
5
2
0
5
5
5

6
7
5

7
7
2

9
3
4

八
幡

9
6
1
1
1

8
2
1
1
3
1
1
1
1
0
3
1
5
6
1
0
5
1
1
6
1
1
0
3
4
(廃
止
）

※
民
事
事
件
＝
通
常
訴
訟
・
人
事
訴
訟
・
手
形
小
切
手
訴
訟
・
上
訴
・
非
訟
・
保
全
・
執
行
・
破
産
・
雑
事
件
・
調
停
等

※
行
政
事
件
＝
第
１
審
訴
訟
・
再
審
訴
訟
・
共
助
・
雑
事
件
等

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。

２
，
岐
阜
地
裁
民
事
通
常
訴
訟
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）

S
5
5
S
5
6
S
5
7
S
5
8
S
5
9
S
6
0
S
6
1
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6
2
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6
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0
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0
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本
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2
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9
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1
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0
7

835
873
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大
垣

1
1
7
1
4
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5
2
1
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6
1
5
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1
0
9
1
3
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1
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1
3
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4
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1
7
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1
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1
3
8
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高
山
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1

5
4
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3

5
3

5
4

5
1

4
8

4
2

4
0

7
3

6
2

6
3
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5
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3

5
8

6
2

68
66

52

多
治
見

1
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1
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9
1
1
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1
7
8
1
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1
1
4
0

1
6
1
1
5
6
1
7
8
1
9
3
2
0
4
1
8
4

2
0
2

2
0
3

2
2
1

206
248

217

御
嵩

4
4

4
0

4
0

4
7

4
4

3
9

4
5

4
5

4
6

6
5

8
8

7
7

8
6

9
2

7
6

7
7

77
102

67

八
幡

7
3

7
7

1
3

1
0

6
1
（
廃
止
）

※
昭
和
５
７
年
以
前
通
常
訴
訟
の
み
の
デ
ー
タ
は
存
在
し
な
い
た
め
，
昭
和
５
８
年
以
降
の
デ
ー
タ
を
示
し
た
。

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
，
岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。



資
料
３

１
，
岐
阜
地
裁
保
全
事
件
の
新
受
件
数
(出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）

S
5
5
S
5
6
S
5
7
S
5
8
S
5
9
S
6
0
S
6
1
S
6
2
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6
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5
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7
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8
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全
体
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0
0
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4
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0
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9
5
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311
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大
垣
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7
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0

6
7
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1
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2
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高
山
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0

3
3
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0
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1
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多
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見
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八
幡

4
2

1
0

0
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3
3

3
0

廃
止

※
保
全
事
件
＝
仮
差
押
え
，
仮
処
分

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
，
岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。

２
，
岐
阜
地
裁
執
行
事
件
の
新
受
件
数
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
）
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2
3
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5
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本
庁

7
6
9
1
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2
6

9
7
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8
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0

9
0
2

7
0
4

6
7
7

7
0
4

7
2
6

8
7
7

9
7
5
1
0
1
0
1
1
4
7
1
3
3
9
1
4
6
2

大
垣

3
0
0

2
8
8

3
0
0

2
9
7

2
9
5

2
5
4

2
6
3

2
0
9

2
1
9

2
4
2

2
8
9

3
1
0

3
4
4

3
8
7

4
0
9

4
5
2

高
山

1
2
4

1
3
4

1
4
3

2
1
2

1
3
0

1
3
6

1
0
0

6
5

8
3

7
9

8
4

6
7

9
4

9
6

7
6

1
1
0

多
治
見

4
4
5

4
4
6

4
9
3

5
4
3

4
8
1

3
9
1

3
2
0

2
9
4

2
2
9

2
4
7

3
0
4

3
0
9

3
1
5

3
9
1

3
8
1

4
4
9

御
嵩

1
4
9

2
0
6

1
8
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2
2
9

1
7
3

1
5
9

1
1
6

9
9

1
0
9

1
2
1

1
4
7

1
5
4

1
6
0

1
9
3

2
3
6

2
8
8

八
幡

4
3

3
6

4
0

6
4

5
0

3
6

3
8
6
（
廃
止
）

※
執
行
事
件
＝
不
動
産
・
債
権
に
関
す
る
強
制
執
行
及
び
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売

※
昭
和
５
５
年
か
ら
５
７
年
ま
で
の
デ
ー
タ
は
旧
法
と
の
関
係
に
よ
り
記
載
し
て
い
な
い
。

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。



資
料
４

１
，
岐
阜
地
裁
破
産
事
件
の
新
受
件
数
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）
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0
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6
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6
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H
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H
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H
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7

H
8

H
9

H
1
0
H
1
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1
2
H
1
3

全
体
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2

1
3
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1
4
7

4
0
7

5
3
8

4
0
4

2
9
6

2
6
5

2
2
5

2
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4
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3
3
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5
6
0

5
1
0

5
3
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6
3
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8
5
4
1
1
4
6
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4
5
6
1
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4
1
7
2
5
2
2
0
6

本
庁

6
4

6
5

8
7

2
2
0

3
0
5

2
1
0

1
4
2

1
3
7

1
3
2

1
0
4

1
5
1

2
0
8

3
3
5

3
0
5

3
0
2

3
8
4

5
0
3

6
7
3

8
2
9
922

970
1257

大
垣

2
2

2
1

2
5

7
6

8
7

7
6

3
3

4
4

3
9

4
9

3
4

6
0

1
0
7

8
3

9
3

1
2
3

1
7
3

2
1
6

2
5
5
253

275
359

高
山

2
4

2
6

1
5

2
6

2
2

1
3

1
2

2
0

8
1
9

2
7

2
5

3
1

3
6

4
3

6
6

9
0

91
82

98

多
治
見

2
7

3
3

2
1

7
8

9
9

7
2

6
4

5
1

3
3

3
1

3
6

3
6

5
1

7
2

7
0

7
0

9
9

1
3
0

1
9
8
238

278
358

御
嵩

4
1
1

9
2
4

3
1

1
5

2
7

1
7

7
1
1

1
3

1
3

4
0

2
5

3
5

2
6

3
6

6
1

8
4
100

120
134

八
幡

3
1

3
3

1
5

8
3

2
1

0
（
廃
止
）

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
，
岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。

２
，
岐
阜
地
裁
破
産
事
件
の
既
済
件
数
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
）
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5
6
S
5
7
S
5
8
S
5
9
S
6
0
S
6
1
S
6
2
S
6
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元
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7
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全
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0
9
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7
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6
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4
6
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7
6
2
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7
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9
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7

本
庁
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1

6
2

6
4

1
2
8

2
7
5

1
5
7

1
3
5

1
4
7

1
5
4

1
5
5

1
5
0

2
2
2

2
7
3

2
7
3

2
3
5

3
6
7

4
6
0

6
0
0

7
6
2

大
垣

8
1
3

2
3

5
5

9
1

6
4

3
9

5
0

2
8

4
0

3
6

6
8

8
2

8
0

8
8

1
1
1

1
5
3

1
9
1

2
3
4

高
山

0
1

0
2

6
1
5

2
7

7
1
7

2
0

1
8

1
5

1
8

2
3

3
2

3
1

4
6

5
1

8
0

多
治
見

9
1
3

1
6

4
8

8
6

7
3

5
4

5
0

4
1

3
1

3
7

3
7

4
6

6
2

7
2

7
5

7
2

9
1

1
3
3

御
嵩

2
1

5
1
3

1
7

1
9

2
1

1
5

1
2

1
9

1
3

1
3

3
7

1
5

3
5

2
3

3
1

5
4

8
2

八
幡

5
1

1
2

0
1

2
0

1
2
1
8
（
廃
止
）

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。



資
料
５

１
，
岐
阜
地
裁
刑
事
訴
訟
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
略
式
・
交
通
即
決
事
件
・
そ
の
他
を
除
く
）
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）

S
5
5
S
5
6
S
5
7
S
5
8
S
5
9
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0
S
6
1
S
6
2
S
6
3

H
元

H
2
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3
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0
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6
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0
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垣
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4
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1
7
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1
6
6

1
5
7

1
6
3

1
2
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7

1
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4
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3
1
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3
4
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0
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多
治
見
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0

5
6

4
6

6
3

5
0
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5
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6
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0
（
廃
止
）

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。

２
，
岐
阜
地
裁
そ
の
他
の
事
件
の
新
受
件
数
推
移
（
訴
訟
・
略
式
・
交
通
即
決
事
件
除
く
）
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
）
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5
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6
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7
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0
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体
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4
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多
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御
嵩

1
2

1
0

8
1
3

1
7

1
6

1
3

8
8

2
2
3

1
2

1
4

5
3

8
1
3

1
6

2
3
8

八
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1

0
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1
0

0
0

1
1
0
（
廃
止
）

※
平
成
１
１
年
以
降
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。



資
料
６

１
，
岐
阜
県
内
簡
裁
民
事
・
行
政
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
）
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5
S
5
6
S
5
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S
5
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S
5
9
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H
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0
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0
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164（廃
止
）

※
民
事
事
件
＝
通
常
訴
訟
・
手
形
小
切
手
訴
訟
・督

促
・
保
全
・雑

事
権
・
調
停
等
(平
成
１
０
年
以
降
は
少
額
訴
訟
含
む
）

※
行
政
事
件
＝
共
助
・
雑
事
件

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
簡
裁
毎
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。

２
，
岐
阜
県
内
簡
裁
刑
事
訴
訟
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
略
式
・
交
通
即
決
事
件
・
そ
の
他
を
除
く
）
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）
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0
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止

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
，
岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。



資
料
７

１
，
岐
阜
家
裁
家
事
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
（
但
し
下
記
※
参
照
）
）
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（廃

止
）

関
195

203
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8
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9
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（
廃
止
）

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
の
本
庁
・支

部
・出

張
所
毎
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
，
岐
阜
家
庭
裁
判
所
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。

２
（
１
）
岐
阜
家
裁
少
年
事
件
の
新
受
事
件
数
推
移
（
出
典
：
司
法
統
計
年
報
）

S
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S
5
6
S
57

S
5
8
S
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0
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8
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大
垣

995
1194

1222
1137
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0
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230
253

213
229
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211

248

※
平
成
１
１
年
～
１
３
年
に
つ
い
て
は
，
司
法
統
計
年
報
上
，
本
庁
及
び
支
部
毎
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
で
記
載
し
て
い
な
い
。

　
（
２
）
岐
阜
家
裁
少
年
事
件
の
新
受
件
数
推
移
（
出
典
：
岐
阜
家
庭
裁
判
所
か
ら
公
開
さ
れ
た
情
報
）
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本
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資料８資料８資料８資料８

＊兵庫県地域司法計画における民事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における民事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における民事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における民事事件に必要な裁判官数試算の参照部分

１ 試算の指針

裁判官数の試算に際しては，

(1) 残業はなく，休日も仕事はしない。

(2) 審理の充実と迅速化を図るため，処理可能件数や審理時間の設定にゆとりを持た

せる。

(3) てん補は置かず，各支部に裁判官を常駐させる。

(4) 民事事件と刑事事件を兼務しない。

(5) 現状との対比の要請から，試算でも合議事件と単独事件の担当を兼任する合単合

部制とする。

(6) 合議体は全て判事から構成されるものとする。

を前提に試算する。

２ 訴訟事件処理件数の試算

(1) 執務可能時間 １年で１５４０時間

①１日の執務時間は７時間（午前９時より午後５時まで，昼休み１時間除く）。

②１年に可能な執務期間は４４週

年度末から年度冒頭の１週間は執務しないこととする。年末年始１週間，夏期３

週間は休暇期間。国民の祝日は１４日にあり，振替休日も併せて，これらを３週

間とする。以上を合計すると８週間となり，１年５２週より差し引くと４４週と

なる。

③週休２日を前提とすると，執務時間は２２０日となり（３０８日－８８日），執

務可能時間は１５４０時間となる（２２０×７＝１５４０）。

(2) 民事通常事件を終了するのに要する時間 ２２時間

ア 前提として，提訴から判決等の結論が出るまでの時間を権利保護の実を上げる

ため，６月にする。タイムテーブルは，下記の通りである。

①提訴後１月以内に第１回口頭弁論期日を指定する（民訴規則６０条２項）

②審理及び争点整理の早期化のため，３週間おきに２回目以降の口頭弁論期日を

指定する。

③口頭弁論期日は３回で終了し，３週間おきに２度弁論準備期日を入れて争点を

整理する。

④弁論準備期日は２回とし，その３週間後に証拠調べ，２週間おきに２度和解期

日を入れ，その３週間後に弁論を集結する。

⑤判決言渡しは，弁論終結後２週間以内とする。
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イ 争点整理の早期化，審理の充実等を図り，上記タイムテーブルを進めるために

下記のように時間をとるものとする。

①１回の口頭弁論に要する時間を２０分（口頭弁論期日は３回なので合計１時

間），弁論準備期日に要する時間を１時間（弁論準備期日は２回なので合計２

時間）。

②証拠調べに要する時間を証人２，３人で４時間とする。

③和解期日を２回入れるとして，１回の期日に３０分を必要とする。

④判決起案に要する時間を２日で１４時間。

⑤以上合計すると，１件の終了に２２時間必要となる。

(3) １年間の対処可能件数 １０１件

①１年間の執務可能時間１５４０時間を，１件に要する時間２２時間で除した数が，

１年間の対処可能件数になり，７０件となる。ただし，試算上の誤差を１０％と

し，処理可能件数は７７件とする。

②上記の数字は，全事件の対席判決・和解・取り下げで終了する事件（欠席判決，

放棄・認諾を含まない）と考える。そして，その割合は平成６１年度の全国の地

裁第１審通常訴訟事件の既済総数からすると７５．６％となる（なお平成１０年

度の統計を基にした神奈川案でもほぼ同様の数値である）。よって，１人の裁判

官が１年間で対処できる事件数は，１０１件となる（７７÷０．７５６＝１０１．

８５）。

(4) 合議・単独における対処可能件数

①合議事件については，単独の２倍の時間を要するとし，１件に必要な時間は単独

２２時間，合議４４時間とする。

②合単併合部での，執務時間を単独３日，合議２日として，１年間では単独１３２

日（３日×４４週，９２４時間），合議８８日（２日×４６週，６１６時間）を

執務時間とする。

③以上より，合単併合部制で１年間に対処できる件数は，単独４２件（９２４÷２

２），合議１４件（６１６÷４４）となる。この数字に前記のように，試算上の

誤差１０％，対席判決・和解・取り下げで終了する割合７５．６％を前提とする

と，最終的に単独事件における１年間での対処可能件数は６１件（４２×１．１

÷０．７５６），合議事件における１年間での対処可能件数は２０件（１４×１．

１÷０．７５６）となる。

３ 保全事件対処可能件数の試算

(1) 保全事件に要する時間

①非審尋事件（審尋が行われない事件）の処理に要する時間は記録検討時間も含め

て３時間と考える。

②要審尋事件（審尋が行われる事件）については，記録検討時間１時間，１回１時
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間の審尋期日を３回入れ，１回３０分の和解期日を２回入れる。そして決定起案

に要する時間を１日７時間とする。よって，要審尋事件の処理に要する時間は１

２時間となる。

④そして１週間のうち，４日間（計２８時間）を事件処理にあてるとすると，１年

間で１２３２時間執務することになる（２８時間×４４週間）。

(2) １年間で対処可能な事件数

①上記執務時間１２３２時間のうち，この執務時間のうち，要審尋事件の執務に３

０％，非審尋事件に７０％を割り当てるとすると，要審尋事件に３６９．６時間

（１２３２時間×０．３），非審尋事件に８６２．４時間（１２３２時間×０．

７）をあてることになる。

②これを，上記の事件処理事件で除すると，１人の裁判官が要審尋事件と非審尋事

件の両方を担当した場合，１年間で対処可能な事件数は，要審尋で３１件（３６

９．６時間÷１２時間≒３０．８），非審尋で２８８件（８６２．４÷３≒２８

７．４）となる。

※兵庫案は，要審尋及び非審尋事件の対処可能件数を要審尋で６１件，非審尋で５

７４件と算出しているが，神奈川案が指摘するように，上記数値には疑義がある

よって，神奈川案同様に，ここでは兵庫案は採用しないことにする。

４ 執行事件対処可能事件の試算

(1) 執行事件全体を通じ，事件処理に要する時間は１件あたり，１時間とする（書記

官の果たす役割が重要であり，事件処理に関する裁判官の負担は他の事件に比し

て軽減されているため）。

(2) １週間のうち，４日を新受事件の処理に当てるとして（残りの１日は起案の必要

な事件の起案等にあてるとする），１週間では２８時間となる（４日×７時間）。

よって，１人の裁判官が対処可能な事件数は１２３２件である（２８時間×４４

週間）。

５ 破産事件対処可能事件の試算

(1) 管財事件に要する時間

①管財人が選任される事件（管財事件）については，破産申立記録の検討に要する

時間は２時間。

②宣告の際の審尋に要する時間は３０分。

③第１回債権者集会に要する時間は１時間。

④その他，終了集会等に要する時間を３０分。

⑤以上より，１件の処理時間は４時間。

(2) 同時廃止事件に要する時間

同時廃止事件に要する時間は，記録検討・破産審尋時間・免責審尋時間等で１件

あたり１時間とする。
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(3) １年間で１人の裁判官が対処できる件数

①１週間のうち，４日を新受事件の処理に当てるとして（残り１日は起案の必要な

事件の起案等に当てることとする），１年の執務時間は１２３２時間となる（４

日×７時間×４４週間）。そして，管財事件と同時廃止事件に各２日ずつ計１４

時間をあてるとする。

②以上より，１年間に１人の裁判官が対処可能な事件数は，管財事件が１５４件（１

２３２時間÷２÷４時間），同時廃止事件が６１６件（１２３２時間÷２÷１）

となる。
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＊兵庫県地域司法計画における刑事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における刑事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における刑事事件に必要な裁判官数試算の参照部分＊兵庫県地域司法計画における刑事事件に必要な裁判官数試算の参照部分

１ 刑事訴訟事件対処件数の試算

(1) 単独自白事件に要する時間

①被告人の利益を考え，１回結審をとし，審理に要する時間を口頭主義の徹底及び

審理充実の要請より１回３時間とする。

②判決宣告に要する事件は３時間の審理時間に入れる。

③判決起案時間を５時間として，合計８時間で１件が完了する。

(2) 単独否認事件に要する時間

①第１回公判手続に１時間。

②証拠調べを要する事件の場合，被害者１人，目撃者等２人，捜査官１人の４人と

して，各１時間３０分とすると，証人尋問に要する時間は６時間となる。

③被告人質問を２時間とし，合計９時間を審理にあてる（兵庫案は８時間となって

いるが，ここでは９時間とする）。

④証拠調べの準備に必要な時間をその約半分の４時間とすると，これらの合計は１

３時間となる（なお，ここでも兵庫案は１２時間にしているが，１３時間とする）。

⑤さらに論告，弁論に計１時間として，弁論終結までに１４時間を要する。

⑥判決起案に１４時間を要するとし，１件が完了するのに２８時間を必要とする。

(3) 合議事件に要する時間

合議事件については，審理に単独の２倍の時間，判決起案に１．５倍の時間を要

するとして，合議自白が１３．５時間（６時間＋７．５時間），合議否認が４９

時間（２８時間＋２１時間）で１件が完了すると考える。

※兵庫案では，合議自白に要する時間を１０．５時間とするが，ここでは上記試算

から１３．５時間とする。

(4) １人の裁判官が合議と単独を担当することとし，１週間の執務時間として，単独

で２日，合議に３日あてるとすると，年間で単独８８日（２日×４４週，６１６

時間），合議１３２日（３日×４４週，９２４時間）をあてることができる。

(5) 他方自白と否認の審理に当て得る時間の比率を，自白２対否認１として計算する

と，合議否認３０８時間，合議自白６１６時間，単独否認２０６時間，単独自白

４１０時間を執務にあてることができる。

(6) 以上より，対処可能件数は，合議否認事件６件（３０８時間÷４９時間），合議

自白事件４６件（６１６時間÷１３．５時間），単独否認事件７件（２０６時間

÷２８時間），単独自白事件５１件（４１０時間÷８時間）となる。

※兵庫案では合議自白事件を５８件とするが，上記のように合議自白事件に要する

時間を１３．５時間と考えるので，ここでは４６件とする。
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(7) これに，試算上の誤差を１０％とすると，１年間で１人の裁判官は，合議否認事

件が７件，合議自白事件が５１件，単独否認事件が８件，単独自白事件が５６件

完了できる（兵庫案は合議自白を６１件とするが，ここでは５１件とする）。

２ その他の事件の対処件数の試算

(1) その他の事件とは，逮捕状・勾留状発布請求事件（令状事件），準抗告事件等で

ある。令状事件１件の完了に必要な時間は，記録検討に要する時間，勾留質問に要

する時間などを合わせて２時間，１年間の執務時間は，資料７－２(1)より，１５

４０時間とする。

(2) とすると，１年間で扱えるその他の事件は，７７０件（１５４０時間÷２時間）

となる。

(3) このうち，令状事件以外の準抗告事件等は，件数が少ないこと等から，第１審裁

判所を担当する裁判官に担当させても，過度の負担にはならないと思われる。よっ

て，これらについては，考慮しないこととして，その他の事件のうち９割を令状事

件と考えて試算する。
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資料９ 兵庫県地域司法計画における刑事事件に必要な裁判官数試算の参照部分

１ 刑事訴訟事件対処件数の試算

(1) 単独自白事件に要する時間

①被告人の利益を考え，１回結審をとし，審理に要する時間を口頭主義の徹底及び

審理充実の要請より１回３時間とする。

②判決宣告に要する事件は３時間の審理時間に入れる。

③判決起案時間を５時間として，合計８時間で１件が完了する。

(2) 単独否認事件に要する時間

①第１回公判手続に１時間。

②証拠調べを要する事件の場合，被害者１人，目撃者等２人，捜査官１人の４人と

して，各１時間３０分とすると，証人尋問に要する時間は６時間となる。

③被告人質問を２時間とし，合計９時間を審理にあてる（兵庫案は８時間となって

いるが，ここでは９時間とする）。

④証拠調べの準備に必要な時間をその約半分の４時間とすると，これらの合計は１

３時間となる（なお，ここでも兵庫案は１２時間にしているが，１３時間とする）。

⑤さらに論告，弁論に計１時間として，弁論終結までに１４時間を要する。

⑥判決起案に１４時間を要するとし，１件が完了するのに２８時間を必要とする。

(3) 合議事件に要する時間

合議事件については，審理に単独の２倍の時間，判決起案に１．５倍の時間を要

するとして，合議自白が１３．５時間（６時間＋７．５時間），合議否認が４９

時間（２８時間＋２１時間）で１件が完了すると考える。

※兵庫案では，合議自白に要する時間を１０．５時間とするが，ここでは上記試算

から１３．５時間とする。

(4) １人の裁判官が合議と単独を担当することとし，１週間の執務時間として，単独

で２日，合議に３日あてるとすると，年間で単独８８日（２日×４４週，６１６

時間），合議１３２日（３日×４４週，９２４時間）をあてることができる。

(5) 他方自白と否認の審理に当て得る時間の比率を，自白２対否認１として計算する

と，合議否認３０８時間，合議自白６１６時間，単独否認２０６時間，単独自白

４１０時間を執務にあてることができる。

(6) 以上より，対処可能件数は，合議否認事件６件（３０８時間÷４９時間），合議

自白事件４６件（６１６時間÷１３．５時間），単独否認事件７件（２０６時間

÷２８時間），単独自白事件５１件（４１０時間÷８時間）となる。

※兵庫案では合議自白事件を５８件とするが，上記のように合議自白事件に要する

時間を１３．５時間と考えるので，ここでは４６件とする。

(7) これに，試算上の誤差を１０％とすると，１年間で１人の裁判官は，合議否認事
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件が７件，合議自白事件が５１件，単独否認事件が８件，単独自白事件が５６件

完了できる（兵庫案は合議自白を６１件とするが，ここでは５１件とする）。

２ その他の事件の対処件数の試算

(1) その他の事件とは，逮捕状・勾留状発布請求事件（令状事件），準抗告事件等で

ある。令状事件１件の完了に必要な時間は，記録検討に要する時間，勾留質問に要

する時間などを合わせて２時間，１年間の執務時間は，資料７－２(1)より，１５

４０時間とする。

(2) とすると，１年間で扱えるその他の事件は，７７０件（１５４０時間÷２時間）

となる。

(3) このうち，令状事件以外の準抗告事件等は，件数が少ないこと等から，第１審裁

判所を担当する裁判官に担当させても，過度の負担にはならないと思われる。よっ

て，これらについては，考慮しないこととして，その他の事件のうち９割を令状事

件と考えて試算する。


